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事業系

◎事業系の資源やごみは、自己処理することが法律で義務付けられています。自ら処理施設に持ち込めない場合
は、民間の廃棄物処理業者や資源回収業者へ委託したり、「エコッチャ！」などのリサイクルシステムを利用
するなどして、適正に処理を行ってください。

◎ 事業活動に伴って出た資源やごみは、排出量の少ない事業者に限り区の収集に出すことができます。その際は、
墨田区の「事業系有料ごみ処理券」の貼付が必要です。なお、新規に出される事業者は、すみだ清掃事務所・
分室（P.33）にお問い合わせください。また、一度に出せるのは45ℓの袋で5袋までです。

◎ 「事業系有料ごみ処理券」を貼らずに区の収集に出された場合、量と金額が見合っていない場合、分別が守ら
れていない場合などには、すみだ清掃事務所の職員が訪問して、説明や指導を行うことがあります。

◎ 事業活動から出る粗大ごみは、区は収集しません。廃棄物処理業許可業者に処理を委託してください。

区の収集に出す場合の事業系ごみの出し方
◎収集日当日の早朝から朝8時までに出してください。
◎袋や容器の容量にあった事業系有料ごみ処理券を貼って、集積所に出してください。

事業系有料ごみ処理券の貼り方

◎ 事業系有料ごみ処理券は、下の表示があるお店や区
内コンビニエンスストアなどでお買い求めください。
ごみ処理券には、お店の名前を記入してください。

◎事業系有料ごみ処理券の種類
種類 セット枚数 販売価格 色

特大・70ℓ券   5枚1セット 3,045円 黄緑
　大・45ℓ券 10枚1セット 3,910円 青
　中・20ℓ券 10枚1セット 1,740円 桃
　小・10ℓ券 10枚1セット 870円 橙

種類 出し方 券の貼り方
燃やすごみ

燃やさないごみ
家庭ごみと同様の分別
方法で出してください。

容量に応じた券を貼っ
てください。

一斗缶
事業系有料ごみ処理券
を直接貼って出してく
ださい。

1個につき、10ℓの券
を1枚貼ってください。

蛍光灯 紙のケースに入れて出
してください。

5本につき、10ℓの券
を1枚貼ってください。

新聞
雑誌・雑がみ

それぞれひもでしばっ
て出してください。

高さ10㎝につき、10ℓ
の券を1枚貼ってくださ
い。

段ボール ひもでしばって出して
ください。

2枚につき、10ℓの券
を1枚貼ってください。

缶
びん

ペットボトル

品目ごとに、中身の見
えるビニール袋に入れ
て出してください。（コ
ンテナには入れないで
ください。）

袋と同じ容量の券を貼
ってください。

事業系有料ごみ処理券について 区の収集に出す場合の注意事項
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家庭とお店から出る資源・ごみは、分けて出してください。
お店とお住まいが一緒の場合は、家庭ごみとお店から出るごみとに分け、お店からのご
みには、事業系有料ごみ処理券を貼って出してください。
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上部の見やすいところに袋の容量に応じた事業系有料ごみ処理券
を貼ってください。

容
器
で
出
す
場
合 ごみの上に新聞紙などをかぶせ、ごみ容量に応じた事業

系有料ごみ処理券を貼ってください。

ごみ処理券には、
お店の名前を記入して

ください。
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